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近
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
規
模
災
害
の
発
生

が
想
定
・
懸
念
さ
れ
る
な
か
、
過
去
の
災
害

の
教
訓
か
ら
、
水
道
施
設
等
の
損
傷
に
よ
り

町
内
の
広
範
囲
で
長
期
に
わ
た
っ
て
断
水
が

発
生
す
る
恐
れ
も
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
災
害
時
に
お
け
る
「
地
域
の

財
産
」
の
ひ
と
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
井
戸
に

着
目
し
、
地
域
の
皆
さ
ま
の
災
害
時
の
生
活

に
必
要
と
な
る
水
の
確
保
の
一
助
と
し
て
、

「
周
防
大
島
町
災
害
時
協
力
井
戸
」
の
登
録

制
度
を
創
設
し
登
録
井
戸
の
募
集
を
行
っ
て

い
ま
す
。

制
度
の
概
要

　

こ
の
制
度
は
、
町
内
に
井
戸
を
所
有
（
管

理
）
さ
れ
て
い
る
方
の
善
意
に
よ
り
、「
災
害

時
に
井
戸
水
を
提
供
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て

ご
了
解
い
た
だ
い
た
井
戸
を
事
前
に
申
出
・

登
録
い
た
だ
き
、
災
害
時
に
は
そ
の
井
戸
か

ら
井
戸
水
を
ご
提
供
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

井
戸
を
お
持
ち
の
方
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
ぜ
ひ
と
も
当
制
度
の
趣
旨
に
ご
賛
同
い

た
だ
き
、
災
害
時
協
力
井
戸
と
し
て
登
録
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

申
出
か
ら
公
表
ま
で
の
流
れ

⑴
申
し
出

　

所
定
の
様
式
に
よ
り
、
登
録
の
申
出
を
お

願
い
し
ま
す
。（
※
登
録
申
出
書
は
役
場
総

務
課
・
各
総
合
支
所
・
各
出
張
所
に
備
え
付

け
て
あ
り
ま
す
）

〈
主
な
登
録
要
件
〉

 

・ 

井
戸
が
町
内
に
あ
り
、
災
害
に
よ
る
断
水

な
ど
の
際
に
無
償
で
井
戸
水
を
提
供
で
き

る
こ
と

 

・ 

ポ
ン
プ
な
ど
、
汲
み
上
げ
に
必
要
な
設
備

が
あ
り
、
安
全
に
使
用
で
き
る
こ
と

 
・ 
所
在
地
等
の
必
要
事
項
を
公
表
で
き
る
こ
と

⑵
現
地
調
査　

　

登
録
の
申
出
が
あ
っ
た
井
戸
は
、
職
員
が

現
地
調
査
に
伺
い
ま
す
。
調
査
で
は
、
井
戸

の
現
況
確
認
、
汲
み
上
げ
方
式
等
の
調
査
を

行
い
ま
す
。

⑶
登
録
お
よ
び
標
章
交
付　

　

登
録
が
決
定
し
た
場
合
は
、
災
害
時
協
力

井
戸
標
章
（
シ
ー
ル
）
を
発
行
し
ま
す
の
で
、

井
戸
や
道
路
か
ら
見
え
る
場
所
等
に
貼
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

⑷
公
表　

　

登
録
後
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
井
戸

の
所
在
地
や
地
図
な
ど
を
公
表
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。（
所
有
者
の
氏
名
や
電
話
番
号

等
は
公
表
い
た
し
ま
せ
ん
）

■
問
い
合
わ
せ

　

総
務
課 

消
防
防
災
班

　

☎
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災
害
時
協
力
井
戸

登
録
の
募
集 
に
つ
い
て

①児童手当の現況届の提出が、原則不要になります
　毎年 6月に提出している児童手当現況届の一律の
届出義務が廃止されます。これまでは全受給者に提
出をお願いしていましたが、令和４年６月分以降は
受給者の状況が公簿等で確認できる場合は提出の必
要はありません。（※公務員の方で所属庁から児童手
当を受給している方は、勤務先へ確認してください）
※�ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出
が必要です。

・�配偶者からの暴力等により、住民票と異なる市町
村で児童手当を受給している方
・�戸籍や住民票のない児童（無戸籍児童）を養育す
る方
・�離婚協議中で配偶者と別居
中の方
・�法人である未成年後見人、
施設等の受給者の方
・�その他、町から提出の案内
があった方

②所得上限限度額以上の人は支給されなくなります
　所得上限限度額が創設されたことにより、令和４
年６月分（10 月支給）から、主な生計維持者の所得
額が所得上限限度額以上となる場合、児童手当・特例
給付は支給されなくなります（資格消滅）。支給対象
外となる方には、通知書を送付します。また、児童手
当・特例給付が支給されなくなった次年度以降に所得
上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書などの
提出が必要となりますので、ご注意ください。
■受給資格
　中学校修了前（15歳到達後、最初の 3月 31 日まで）
の児童を養育している方。
■児童手当の額
�・３歳未満　月額 1万 5千円
�・�３歳以上～小学校修了前　月額 1万円（第 3子以
降は 1万 5千円）
�・中学生　月額 1万円
■問い合わせ
　福祉課�民生福祉班　☎ 0820（77）5505

児童手当・特例給付の制度が変わります（令和４年６月から）


